
花咲スポーツ公園再整備事業アドバイザリー業務

仕様書

１ 業務目的

本業務は、花咲スポーツ公園再整備に当たり官民連携手法により新アリーナとその周辺

の整備及び公園全体の運営を行う事業（以下「本事業」という。）について、事業方式の選

定、企画提案募集及び事業者選定手続き等を行うに際し、専門的知見に基づく公募資料の作

成、審査等を行うための支援業務の実施を目的とする。

２ 契約期間

契約期間は、契約を締結した日から令和８年１０月３０日までとする。

３ 業務内容

⑴ 事業方式の選定に係る支援

令和６年度に実施した官民連携導入可能性調査の結果を踏まえ、本市の状況を整理

した上で、考えられる事業方式について優先順位を提案する。また、令和７年６月下旬

に実施予定の第１回事業者選定委員会で事業方式を審議するために必要な資料を作成

する。

⑵ 募集書類の作成

ア 募集要項の作成

本事業を実施する民間事業者を募集する手続きについて、事業概要、事業スケジュ

ール、参加資格要件、提案書の作成要領、提案金額の算定方法等を整理し、募集要項

を作成する。

イ 要求水準書の作成

本事業で整備する新アリーナとその周辺についての設計、建設及び公園全体の運

営・維持管理に係る要求水準について、民間事業者の創意工夫の発揮を意図した性能

発注の視点から検討を行い、要求水準書を作成する。

ウ 基本協定書（案）の作成

履行業務内容、契約終了及び債務不履行並びに法令変更、不可抗力発生時の取り扱

い等を検討し、市と民間事業者との間の権利・義務等を定めた基本協定書（案）を作

成する。

エ 事業者選定基準の作成

優先交渉権者を選定するための審査項目、評価の視点・配点、審査方法等を検討し、

事業者選定基準を作成する。

オ 様式集の作成

参加資格の確認に関する提出書類及び提案書の様式について、必要な記載事項等



を整理し、様式集を作成する。

⑶ 募集書類への質問及び意見に対する回答支援

公表された募集書類（募集要項、要求水準書、基本協定書（案）、事業者選定基準、

様式集等）に関し、民間事業者から提出された質問及び意見を整理し、回答（案）を作

成する。また、必要に応じて募集書類の修正を行う。

⑷ 事業者提案の審査支援

民間事業者から提出された提案書の審査を支援するための審査補助資料を作成する。

また、事業者選定委員会における審査結果を踏まえ、審査公表資料の作成を支援する。

⑸ 事業者選定委員会の運営支援

官民連携手法の選定及び優先交渉権者選定に係る事業者選定委員会の運営について、

適切なアドバイスを行うとともに、委員会資料、議事録等の作成を支援する。

⑹ 契約締結に係る支援

ア 優先交渉権者との契約調整に係る支援

優先交渉権者との基本協定締結に向けて、基本協定書（案）についての疑義を最終

調整し、当該事業の契約締結に関する支援を行う。

イ 弁護士による支援

基本協定書（案）の作成並びに選定された民間事業者との契約締結に当たり、専門

的な助言を受けるため、公有地活用事業又は官民連携事業の経験を有する弁護士の

協力を得て、必要な支援を行う。

⑺ 条例改正等への対応

本事業の推進にあたり必要な条例改正等、議会の議決等を要する手続きや時期等に

ついて法的な観点から検討する。

⑻ その他

その他、本事業の推進にあたり、専門的知見に基づき市に対して助言を行う。

４ 資料提供

本業務に必要な資料のうち、発注者の所有するものについては貸与するが、その取扱

いについては十分注意するとともに、本業務以外に使用してはならない。また、業務完

了後は速やかに返却しなければならない。

なお、データ等の貸与に当たり、加工費等の費用が発生する場合は受託者負担とする。

また、業務実施に伴い、不足しているデータ等がある場合は受託者より市に対して求

めることができるが、原則、予算の範囲内での対応とする。

５ 現場の立ち入り

「３ 業務内容」の作業にあたり、花咲スポーツ公園内の施設への立ち入りが必要と

なった場合は、市に連絡し、現指定管理者や施設利用者とのトラブルが生じないように



注意すること。

６ 報告書の作成

「３ 業務内容」において作成した書類を業務報告書に取りまとめる。

７ 打合せ協議

打合せ協議は１５回程度とし、本業務着手時及び成果品納入時には、総括責任者が立ち

会うこととする。

なお、打合せは原則対面とするが、市と協議の上ｗｅｂ会議システムの利用等による非

対面式での打合せも可能とする。

また、協議後は受託者にて協議記録簿の作成を行い、市の承認を得ること。

８ その他

⑴ 受託者は、業務を進めるに当たって、市と協議し、市の担当者の指示に従うこと。

⑵ 本業務の履行に当たり、疑義が生じた事項やこの仕様書に定めのない事項について

は、市と受託者との協議の上、決定することとする。

⑶ 本業務の成果品及び作業工程において作成された資料等に対する一切の権利は、市

に帰属するものとする。

９ 成果品

⑴ 業務報告書（参考資料を含む）：２部（正本１部、副本１部）

⑵ 公表用資料一式

⑶ 協議記録簿一式

⑷ 上記電子データ 一式 ２部（ＣＤ又はＤＶＤとし、オリジナルデータ及びＰＤＦに

て納品）


